



国家税務総局：輸出貨物税額還付（免除）管理関連問題に関する補充通知

国税発[2004]113号

各省、自治区、直轄市及び計画単列市国家税務局：

《国家税務総局：輸出貨物税額還付（免除）管理関連問題に関する通知》（国税発[2004]64号）発表後、各地で執行中に反映するいくつかの問題に対して、研究を経て、ここに以下のとおり補充通知する。

1、 輸出企業が以下に列する状況のどれかがある場合、国税発[2004]64号文件第三条でいうところの特殊原因に属する。

（1） 不可抗力により規定の期限内に輸出税額還付（免除）に関連する証憑が取得できない、または税額還付（免除）を申告できない。

（2） 集中通関等の特殊通関方式を採用するために規定の期限内に輸出税額還付（免除）に関連する証憑が取得できない。

（3） その他経営方式が特殊で期限内に輸出税額還付（免除）に関連する証憑が取得できない

（4） 輸出企業は上述の状況の一つでもある場合、規定の期限内に税務機関に書面を提出し延期申請を行い、地市級以上（地市を含む）の税務機関の認可を経て、認可の期限内に輸出税額還付（免除）を申告しなければならない。

2、 生産企業の輸出貨物が国税発[2004]64号文件第三条の規定に従って輸出通関後90日以内に輸出税額還付（免除）手続きを行っていない場合、もしその期限到来日が当月の税額「免除、控除、還付」申告期限を超過している場合、税務機関は暫定的に国税発[2004]64号文件第七条の規定に従って国内販売貨物とみなし徴税することをしない。但し、生産企業は翌月の税額「免除、控除、還付」申告期限内に税額「免除、控除、還付」申告を行わなければならず、なお申告を行わないような場合、税務機関は国内販売貨物とみなし徴税しなければならない。

3、 国税発[2004]64号文件第二条第四項は以下のことを指している。2004年6月1日以降に輸出税額還付（免除）登記を行った輸出企業は、最初に輸出税額還付（免除）申告を行った日から二年以内に輸出税額還付（免除）申告を行うとき、輸出代金回収核銷単を提出しなければならない。制度改正、改組及び合併、分割等の原因により新規設立且つ新規に輸出税額還付（免除）登記を行う輸出企業、原輸出企業に国税発[2004]64号文件第二条に列している状況のように、省級税務機関の批准を経て、税額還付（免除）申告の際に輸出代金回収核銷単を提出しないで、国税発[2004]64号文件の関連規定に従って事後審査を採用することができる。

4、 納税信用者等級評定をまだ行っていない輸出企業は、省級国家税務局税額還付部門により輸出企業納税信用等級暫定弁法を制定し、これに基づいて納税信用等級を評定することができる、または税額還付部門により国税発[2004]64号文件第二条第三項に列するその他状況に従って、輸出企業申告時に輸出代金回収核銷単の提出の要否を確定することができる。

国家税務総局
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